建設業者への監督処分の基準を改正しました。
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　建設業法の改正に伴い、国が建設業者への監督処分の基準を改正したことから、国の基準に準拠している静岡県の建設業者への監督処分基準を改正しました。
主な改正内容は次のとおりです。

○認可制度導入に伴う監督処分の取扱いについて
　認可制度（法第17条の２及び第17条の３）が制定されたことに伴い、この制度により建設業者の権利を継承した業者については、処分の効果も同様に承継するようにしました。

○著しく短い工期に対する建設業者への監督処分について
　下請業者と著しく短い工期とした下請契約を締結した場合、発注者等に対して法第41条に基づく勧告や法第28条に基づく指示処分ができるようにしました。

○特定専門工事における主任技術者の取扱について
　特定専門工事の下請負人は主任技術者を置く必要がないことから、当該工事においては主任技術者等を設置しない場合でも処分しないとするようにしました。

○建設資材が起因となる違反の監督処分について
　建設資材に起因する建築基準法違反の場合に、資材の製造業者に対して勧告以外に必要に応じて指示処分ができるようにしました。

また、国の基準改正に合わせて、個別基準の項目の並び替えを行いました。
今回の改正は、国の改正と同様に、改正日以降に行われた不正行為等から適用します。

静岡県交通基盤部建設支援局建設業課
